
財政健全化法に係る健全化判断比率等について 

 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成１９年法律第９４号）により、毎

年度、実質的な赤字や外郭団体を含めた実質的な将来負担等に係る比率（「健全化

判断比率」）と公営企業ごとの資金不足比率（「資金不足比率」）を議会に報告し、公

表することになっております。 

 島原市の平成３０年度の健全化判断比率・資金不足比率は以下のとおりです。 

 

○健全化判断比率の状況                            （単位：％） 

   実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

健全化判断比率 － － 4.0 － 

早期健全化基準 13.13 18.13 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 30.00 35.0  

※赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率、将来負担比率は「－」と表示

しています。 

 

 

○資金不足比率の状況                              （単位：％） 

特別会計の名称 資金不足比率(％) 

島原市温泉給湯事業特別会計 － 

島原市水道事業会計 － 

経営健全化基準 20.0 

※資金不足額がないため、資金不足比率は「－」と表示しています。 

 

 平成３０年度決算に基づく本市の健全化判断比率は、すべて早期健全化基準を下

回りましたが、当市が厳しい財政状況にあることには変わりありません。今後も、より

一層の行財政改革を推進していきます。 

 

 

 

 

 



《地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要》 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律は、地方公共団体の財政の健全性に

関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期

健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定す

る制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講

ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とされたもので

す。  

 

○健全化判断比率の公表等 

 毎年度、４つの健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費

比率、将来負担比率）を監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表しなけれ

ばなりません。 

 

○財政の早期健全化 

 健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、議会の議決

を経て、財政の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、 

実質赤字比率は実質赤字を解消すること、ほかの３つの健全化判断比率は早期健

全化基準を下回ることを目標として財政健全化計画を定め、速やかに公表するととも

に、県知事（県知事は総務大臣）へ報告しなければならないこととされています。 

 

○財政の再生 

 再生判断比率（健全化判断比率のうち将来負担比率を除いた３つの比率）のいず

れかが財政再生基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政の状況が著しく悪 

化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、実質赤字比率は実質赤字

を解消すること、健全化判断比率は早期健全化基準を下回ること等を目標として財

政再生計画を定め、速やかに公表するとともに、総務大臣へ報告しなければならない

こととされています。 

 

○公営企業の経営の健全化 

 公営企業（水道や下水道）を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資

金不足比率を監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表しなければならな

いこととされ、これが経営健全化基準以上となった場合には、当該公営企業の経営

の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、資金不足比率

を経営健全化基準未満とすることを目標として経営健全化計画を定めなければなら

ないこととされています。 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実質赤字比率 

 一般会計等の実質的な赤字額が、

標準的な収入に対してどれくらいの

割合になるかを示します。 

連結実質赤字比率 

 全会計の実質的な赤字額が、標準

的な収入に対してどれくらいの割合に

なるかを示します。 

実質公債費比率 

 一般会計等の実質的な借入金の返

済額が、標準的な収入に対してどれ

くらいの割合になるかを示します。 

将来負担比率 

 一般会計等が抱える実質的な負債

の残高が、標準的な収入に対してど

れくらいの割合になるかをしめしま

す。 

資金不足比率 

 各公営企業の資金不足額が、事業の規模に対してどれくらいの割合になるかを

示します。 



 

 

 

 

 


